
個人情報ファイル簿（単票） 
個人情報ファイルの名称 個人市民税課税事務システム 

行政機関等の名称 大網白里市長 

個人情報ファイルが利用に

供される事務をつかさどる

組織の名称 

税務課 

個人情報ファイルの利用目

的 
個人市民税の賦課に関する事務を行うため 

記録項目 

１氏名、２住所、３性別、４生年月日、５住民となった

日、６死亡日、７転出日、８個人番号、９世帯情報、１０

課税台帳情報、１１所得情報、１２控除情報、１３扶養情

報、１４扶養情報、１５年金特徴情報、１６特別徴収事業

所情報 

記録範囲 
地方税法第２９４条第１項及び同条第３項の規定に該当す

る者 

記録情報の収集方法 

住民基本台帳、税務署からの確定申告書資料、市民からの

市・県民税申告書、給与支払い者からの給与支払報告書、

公的年金等の支払をする者からの公的年金等支払報告書、

自治体からの寄付金税額控除に係る申告特例通知書 

要配慮個人情報が含まれる

ときは、その旨 
☑含む   □含まない 

記録情報の経常的提供先 山武郡市広域行政組合 

開示請求等を受理する組織

の名称及び所在地 

（名 称）税務課（大網白里市役所） 

（所在地）〒２９９－３２９２ 

千葉県大網白里市大網１１５番地２ 

訂正及び利用停止に関する

他の法令の規定による特別

の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号

（電算処理ファイル） 

□法第６０条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル） 

政令第２１条第７項に該当

するファイル 

 □有 ☑無 

 

備 考 

  

 
 



個人情報ファイル簿（単票） 
個人情報ファイルの名称 軽自動車税課税事務ファイル 

行政機関等の名称 大網白里市長 

個人情報ファイルが利用に

供される事務をつかさどる

組織の名称 

税務課 

個人情報ファイルの利用目

的 
軽自動車の賦課に関する事務を行うため 

記録項目 

１氏名、２性別、３生年月日、４住所、５軽自動車情報(廃

車等の基本情報)、６軽自動車履歴情報、７賦課履歴情報、

８課税情報 

記録範囲 地方税法第４４３条の規定に該当する者 

記録情報の収集方法 
住民基本台帳、軽自動車検査協会からの申告書資料、納税

義務者からの軽自動車税申告書資料 

要配慮個人情報が含まれる

ときは、その旨 
☑含む   □含まない 

記録情報の経常的提供先 山武郡市広域行政組合 

開示請求等を受理する組織

の名称及び所在地 

（名 称）税務課（大網白里市役所） 

（所在地）〒２９９－３２９２ 

千葉県大網白里市大網１１５番地２ 

訂正及び利用停止に関する

他の法令の規定による特別

の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号

（電算処理ファイル） 

□法第６０条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル） 

政令第２１条第７項に該当

するファイル 

 □有 ☑無 

 

備 考 

  

 
 



個人情報ファイル簿（単票） 
個人情報ファイルの名称 国民健康保険税課税事務ファイル 

行政機関等の名称 大網白里市長 

個人情報ファイルが利用に

供される事務をつかさどる

組織の名称 

税務課 

個人情報ファイルの利用目

的 
国民健康保険税の賦課に関する事務を行うため 

記録項目 
１氏名、２性別、３生年月日、４住所、５国民健康保険加

入等異動情報、６課税情報、７減免等各種申請情報 

記録範囲 大網白里市に住民登録を有する者及び有していた者 

記録情報の収集方法 

住民基本台帳、課税台帳、国民健康保険資格台帳、本人か

ら提出された国民健康保険税簡易申告書、本人から提出さ

れた国民健康保険に関する各種申請書 

要配慮個人情報が含まれる

ときは、その旨 
☑含む   □含まない 

記録情報の経常的提供先 山武郡市広域行政組合 

開示請求等を受理する組織

の名称及び所在地 

（名 称）税務課（大網白里市役所） 

（所在地）〒２９９－３２９２ 

千葉県大網白里市大網１１５番地２ 

訂正及び利用停止に関する

他の法令の規定による特別

の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号

（電算処理ファイル） 

□法第６０条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル） 

政令第２１条第７項に該当

するファイル 

 □有 ☑無 

 

備 考 

  

 
 



個人情報ファイル簿（単票） 
個人情報ファイルの名称 固定資産税課税事務ファイル 

行政機関等の名称 大網白里市長 

個人情報ファイルが利用に

供される事務をつかさどる

組織の名称 

税務課  

個人情報ファイルの利用目

的 
固定資産課税の賦課・徴収を行うため 

記録項目 

１所有者氏名、２住所、３納税管理人等氏名、４住所、５

固定資産所在地番、６地目、７地積、８評価方法、９用途

地区、１０住宅割合、１１評価額、１２課税標準額、１３

負担水準、１４住居の数、１５構成筆数、１６持分、１７

住宅用地特例、１８減免額、１９課税・非課税、２０固定

資産税相当額、２１家屋番号、２２新築・増築区分、２３

基準表区分、２４建築年月、２５種類、２６主体構造、２

７屋根、２８階層、２９床面積、３０住居戸数、３１軽減

税額・割合・区分・戸数 

記録範囲 大網白里市に固定資産を所有（納税管理人等）する者 

記録情報の収集方法 登記済通知書、職員が調査等をしたもの 

要配慮個人情報が含まれる

ときは、その旨 
□含む   ☑含まない 

記録情報の経常的提供先 山武郡市広域行政組合  

開示請求等を受理する組織

の名称及び所在地 

（名 称）税務課（大網白里市役所） 

（所在地）〒２９９－３２９２ 

千葉県大網白里市大網１１５番地２ 

訂正及び利用停止に関する

他の法令の規定による特別

の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号

（電算処理ファイル） 

□法第６０条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル） 

政令第２１条第７項に該当

するファイル 

 □有 ☑無 

 

備 考 

  

 



個人情報ファイル簿（単票） 
個人情報ファイルの名称 市税収納管理事務ファイル 

行政機関等の名称 大網白里市長 

個人情報ファイルが利用に

供される事務をつかさどる

組織の名称 

税務課 

個人情報ファイルの利用目

的 
市税の収納状況を把握するため 

記録項目 

１識別番号、２氏名、３性別、４生年月日・年齢、５住

所、６国籍、７電話番号、８課税額、９納税額、１０延滞

金額、１１銀行口座 

記録範囲 市税の納税義務者 

記録情報の収集方法 本人・官公庁 

要配慮個人情報が含まれる

ときは、その旨 
□含む   ☑含まない 

記録情報の経常的提供先 山武郡市広域行政組合 

開示請求等を受理する組織

の名称及び所在地 

（名 称）税務課（大網白里市役所） 

（所在地）〒２９９－３２９２ 

千葉県大網白里市大網１１５番地２ 

訂正及び利用停止に関する

他の法令の規定による特別

の手続等 

 

― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号

（電算処理ファイル） 

□法第６０条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル） 

政令第２１条第７項に該当

するファイル 

 □有 ☑無 

 

備 考 

  

 
 



個人情報ファイル簿（単票） 
個人情報ファイルの名称 市税滞納整理事務 

行政機関等の名称 大網白里市長 
個人情報ファイルが利用に

供される事務をつかさどる

組織の名称 
税務課 

個人情報ファイルの利用目

的 
市税の納付状況、滞納状況、折衝記録の管理、滞納処分を

するため 

記録項目 
１識別番号、２氏名、３性別、４生年月日・年齢、５住

所、６勤務先、７電話番号、８課税額、９納税額、１０延

滞金額、１１滞納額、１２経過記録 

記録範囲 市税の納税義務者 

記録情報の収集方法 国税徴収法第１４１条に基づく調査 

要配慮個人情報が含まれる

ときは、その旨 ☑含む   □含まない 

記録情報の経常的提供先 民間業者 

開示請求等を受理する組織

の名称及び所在地 

（名 称）税務課（大網白里市役所） 

（所在地）〒２９９－３２９２ 
千葉県大網白里市大網１１５番地２ 

訂正及び利用停止に関する

他の法令の規定による特別

の手続等 

 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号

（電算処理ファイル） 
□法第６０条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル） 
政令第２１条第７項に該当

するファイル 
 □有 ☑無 

 

備 考 

  

 
 


